
 

                        ４ 食 農 審 第 5 4 号 

                        令 和 ４ 年 1 2 月 １ 日  

 

  農林水産大臣 野村 哲郎 殿 

 

 

食料・農業・農村政策審議会     

会長 大橋 弘     

 

 

答       申 

 

 令和４年５月 26 日付け４経営第 499 号をもって諮問のあった事項については、

下記のとおりとする。 

 

記 

 

１ 「１ 家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方（別紙１）について」 

 

  適当と認める。 

 

２ 「２ 家畜共済診療点数表の改定の考え方（別紙２）について」 

 

  適当と認める。なお、家畜共済診療点数表の改定に当たっては、別添の意見

を適切に反映することとする。 

 

３ 「３ 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び価

格の算定方法（別紙３）について」 

 

  適当と認める。 
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                               （別紙１） 

 

家畜共済の共済掛金標準率の算定方式の考え方 

 

 令和５年４月１日以後に共済掛金期間が始まる家畜共済の共済関係から適用

する共済掛金標準率は、次により算定する。 

 

Ⅰ 死亡廃用共済 

 

 １ 基礎被害率 

   共済目的の種類（農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき共済事故

の発生態様の類似性を勘案して区分を定めたときは、当該区分）ごと及び除

外される事故の区分ごと並びに都道府県の区域（全国連合会にあっては、農

林水産大臣が定める区域。農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき当

該区域を細分した地域を定めたときは、当該地域。乳用種種雄牛、肉用種種

雄牛及び種雄馬にあっては、全国の区域。以下「料率地域」という。）ごと

に、直近３年間の実績金額被害率を基礎とし、必要に応じて修正を行ったも

のを基礎被害率とする。 

 

 ２ 共済掛金標準率 

   共済目的の種類ごと及び除外される事故の区分ごと並びに料率地域ごと

に、基礎被害率に対し、組合等の家畜共済に係る積立金の水準及び国の食料

安定供給特別会計農業再保険勘定に係る積立金の状況を踏まえた所要の調

整を行ったものを共済掛金標準率とする。 

 

Ⅱ 疾病傷害共済 

 

 １ 基礎被害率 

   共済目的の種類ごと及び診療技術料等とそれ以外の費用の別ごと並びに

料率地域ごとに、直近３年間の実績金額被害率を基礎とし、必要に応じて修

正を行ったものを基礎被害率とする。 

 

 ２ 共済掛金標準率 

   共済目的の種類ごと及び診療技術料等とそれ以外の費用の別ごと並びに

料率地域ごとに、基礎被害率に対し、組合等の家畜共済に係る積立金の水準

及び国の食料安定供給特別会計農業再保険勘定に係る積立金の状況を踏ま

えた所要の調整を行ったものを共済掛金標準率とする。  
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                               （別紙２） 

 

家畜共済診療点数表の改定の考え方 

 

 令和５年４月１日から適用する家畜共済診療点数表（農業保険法施行規則（平

成 29年農林水産省令第 63号。以下「規則」という。）第 117条第１項及び第 166

条の規定により、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容

に応じて農林水産大臣が定める点数等を定めた点数表をいう。以下同じ。）の改

定の考え方は、以下のとおりとする。 

 

１ 家畜共済診療点数表中の種別欄及び備考欄の見直し 

  最近における獣医学の進歩等により、種別及び備考の追加、変更及び削除を

必要とするものについて見直しを行う。 

 

２ 家畜共済診療点数表中のＡ種点数（規則第 166 条の規定に基づき農林水産

大臣が定める点数をいう。以下同じ。）の見直し 

  診療に直接必要な医薬品、医療用消耗品等の費用の評価に用いる「Ａ種点数」

のうち、最近における経済事情の変化、獣医学、医療機器等の進歩等により、

種別ごとに実態との格差が生じている等必要なものについて見直しを行う。 

 

３ 家畜共済診療点数表中のＢ種点数（規則第 117 条第１項の規定に基づき農

林水産大臣が定める点数。以下同じ。）とＡ種点数との差の見直し 

  診療に携わる獣医師の診療技術料等（農業保険法（昭和 22年法律第 185号）

第 144条第２項第２号の診療技術料等をいう。）の評価に用いる「Ｂ種点数－

Ａ種点数」のうち、最近における獣医技術の進歩等により、種別ごとに実態と

の格差が生じている等必要なものについて見直しを行う。 
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（別添）家畜共済診療点数表の改定に関する意見 

 

１ 家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直し 

（１）〔第１診察料〕の種別に「遠隔診」を追加する。 

（２）「往診」の備考の２戸以上連続して往診した場合の往診距離を次の患畜

に至るまでの距離とする規定を削除し、全戸について診療施設を起点とし

た直線距離で往診距離を計算することを規定する。 

（３）「導尿」から検査のために行う採尿を分離し、〔第４検査料〕の種別に

「カテーテル採尿」として追加する。 

（４）「薬剤感受性検査」及び「細菌分離培養検査」を統合し、「細菌培養検

査」として追加する。 

（５）「血清学的検査」の小分類から「ラテックス凝集反応検査」、「血球凝

集反応検査」及び「沈降反応検査」を削除する。 

（６）「直腸検査」に内部触診の対象としてリンパ組織及び骨盤を追加する。 

（７）「筋肉内注射」及び「脊髄腔内注射」に含まれる穿刺による検査を「穿

刺検査」に統合し、骨髄、リンパ節、滑液嚢、胸腔又は腹腔の穿刺を行っ

た場合並びに後頭下、腰椎又は尾椎に穿刺を行った場合の増点規定を追加

する。 

（８）「寄生虫検査」から検査キットを使用する場合及び「尿検査」から糞便

の潜血検査を行う場合を分離し、〔第４検査料〕の種別に「糞便検査」と

して追加する。 

（９）「静脈内注射」から生後60日齢以内の牛への増点規定を削除する。 

（10）「腰椎注射」に、前腰椎硬膜外麻酔又は腰仙部硬膜外麻酔の適用対象と

して膣脱整復、子宮脱整復及び難産介助を追加する。 

（11）「投薬」の名称を「経口投与」に変更する。 

（12）「洗浄」の小分類の「眼洗浄・涙管洗浄・鼻腔洗浄・膣洗浄及び包皮洗

浄」に「臍帯洗浄」を追加する。 

（13）「鎮静術」に、適用対象として関節腔内注射を追加する。 

（14）「子宮脱整復」から吊起に係る規定を削除し、〔第７手術料〕の冒頭の

備考に、「吊起」が適用できる規定を明記する。 

（15）「気管切開」を削除し、「切開手術」に適用対象として気管切開を追加

する。 

（16）〔第７手術料〕の種別に「臍手術」を追加する。 

（17）「難産介助」に、「子宮洗浄」を併せて適用できる疾病として気腫胎及

び胎子浸漬を追加する。 

（18）「骨折整復」に、複数ヶ所を骨折した場合はそれぞれ適用できる規定を

明記する。 
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（19）「膝蓋関節脱臼整復手術」を削除する。 

（20）「切開手術」に、適用対象として気管切開又は尿道内結石破砕を行った

場合を追加する。 

（21）〔第４検査料〕に検体採取、検体検査、生体検査及び検案の中分類を設

けるとともに、種別全体について種別の記載順を吻側に係るものから尾側

に係るものの順へ並び替える。 

 

２ 家畜共済診療点数表中のＡ種点数（規則第166条の規定に基づき農林水産大

臣が定める点数。以下同じ。）の見直し 

（１）「診断書」及び「検案書」について、文書の電子化による負担減に伴い、

点数を引き下げる。 

（２）「血液生化学的検査」のポータブル測定器を用いて血液中のβヒドロキ

シ酪酸を測定した場合について、消耗品の市場価格上昇を鑑み、点数を引

き上げる。 

（３）「皮下注射」及び「静脈内注射」について、消耗品の市場価格上昇を鑑

み、補液管使用による増点点数を引き上げる。 

（４）「洗浄」の「乳房内洗浄」について、消耗品の市場価格上昇を鑑み、点

数を引き上げる。 

 

３ 家畜共済診療点数表中のＢ種点数（規則第117条の規定に基づき農林水産大

臣が定める点数。以下同じ。）とＡ種点数との差の見直し 

（１）「初診」について、近年の賃金推移等を鑑み、点数を引き上げる。 

（２）「往診」について、距離区分の見直しに伴い点数を見直す。 

（３）「診断書」及び「検案書」について、文書の電子化による負担減に伴い、

点数を引き下げる。 

（４）「検案」の「解剖しない場合」について、「初診」と同点数へ引き下げ

る。 

（５）「静脈内注射」について、生後60日齢以内の牛への増点規定を削除する

ことに伴い、点数を引き上げる。 
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                               （別紙３） 

 

   家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載できる医薬品の基準及び 

   価格の算定方法 

 

 令和５年４月１日から適用する家畜共済診療点数表付表薬価基準表（家畜共

済診療点数表中の第２薬治料、第５注射料、第６処置料及び第７手術料の備考に

よって増点する医薬品の価格を示すもの。以下同じ。）に収載できる医薬品の基

準及び価格の算定方法は、次のとおりとする。 

 

１ 収載できる医薬品の基準 

  次の要件の全てを満たすものとする。 

（１）牛、馬又は種豚に対して、治療のために用いる医薬品であること。 

（２）家畜共済診療点数表に規定する診療行為等の種別のうち、医薬品を使用し

た場合に点数を加算できる次の種別において使用される医薬品であること。 

  ① 薬治 

  ② 注射 

  ③ 投薬 

  ④ 耳洗浄 

  ⑤ 膀胱内薬剤注入 

  ⑥ 罨法（あんぽう） 

  ⑦ 塗布又は塗擦 

  ⑧ 気管内薬剤噴霧 

  ⑨ 子宮内薬剤挿入 

  ⑩ 胎盤停滞処置 

  ⑪ 乳房内薬剤注入 

  ⑫ 鎮静術 

⑬ 静脈内灌流 

⑭ 点眼 

⑮ 点耳 

  ⑯ 開胸 

  ⑰ 開腹 

  ⑱ 子宮脱整復 

  ⑲ 難産介助 

  ⑳ 子宮捻転整復 

  ㉑ 麻酔術 

（３）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和 35年法律第 145号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第 14条第１
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項の規定による製造販売の承認を受けた医薬品であること。 

（４）次の医薬品に該当しないこと。 

  ① 畜主が自ら応用するのを常態とするもの 

  ② 主として小動物（犬、猫、鶏等）及び魚に対して用いる医薬品 

  ③ 主として人に対して用いる医薬品 

  ④ 同一薬効医薬品中著しく割高なもの 

  ⑤ 疾病予防薬及び寄生虫駆除薬（疾病の治療の効能及び効果があるもの

を除く。）   

  ⑥ 医薬品医療機器等法第 70条第１項の規定に基づき、厚生労働大臣又は

都道府県知事が行う廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止す

るための措置命令の対象となる医薬品であって、収載することが不適当

と認められるもの 

 

２ 医薬品の価格の算定方法 

（１）既収載医薬品 

  ① 厚生労働大臣が定める「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成 20年厚生

労働省告示第 60号）に収載されている医薬品 

    当該告示による薬価を当該医薬品の価格とする。 

  ② ①以外の医薬品である既収載医薬品 

   ア 「令和４年度病傷給付適正化のための家畜診療実態調査」（令和４年

５月 19日付け４経営第 483号農林水産省経営局保険監理官通知）にお

ける医薬品購入実態調査（以下「医薬品調査」という。）の結果を基礎

として、以下の算式により算定される額を当該医薬品の価格とする。 

     当該既収載医薬品の診療施設における 

     価格算定単位当たりの平均的購入価格  ＋ 調整幅 

     （税込購入価格の加重平均値） 

    調整幅：改定前の価格の２/100に相当する額 

   イ ただし、次の各項目に掲げる医薬品については、当該各項目に定める

価格とする。 

   （ア）アの算式による算定値が改定前の価格を上回る医薬品 

      改定前の価格とする。 

（イ）販売量が少ないことその他の理由により、医薬品調査によって実勢

価格が把握できない医薬品 

      当該医薬品の改定前の価格に、当該医薬品の最類似薬の価格改定

前後の価格の比率（改定前の価格に対する改定後の価格の割合）を乗

じて得た額を当該医薬品の価格とする。 

（注１）アの算式の平均的購入価格は同一の一般名及び価格算定単位で統一

した医薬品の購入価格の加重平均値とする。 
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（注２）最類似薬とは、汎用規格（※１）の類似薬（※２）のうち、類似薬を定め

る際に勘案する事項からみて、類似性が最も高いものをいう（以下同

じ。）。 

   （※１）汎用規格とは、組成（有効成分又は有効成分の組合せ及びその配

合割合をいう。以下同じ。）及び剤形が同一の類似薬の年間購入量

（有効成分量を基に計算した年間購入量をいう。）を、規格別にみ

て、最もその合計量が多い規格をいう。 

   （※２）類似薬とは、既収載医薬品のうち、次に掲げる事項からみて類似

性があると認められるものをいう（以下同じ。）。 

      ① 効能及び効果 

      ② 薬理作用 

      ③ 組成及び化学構造式 

      ④ 投与形態、剤形及び用法 

      ⑤ 使用禁止期間又は休薬期間 

   ウ 製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められる既収載医薬

品（当該既収載医薬品と組成、剤形及び規格が同一である類似薬がある

場合には、その全ての類似薬）について、次の要件の全てを満たす場合

は、ア及びイの規定に関わらず、原価計算方式によって算定される額

（当該既収載医薬品と組成、剤形及び規格が同一である類似薬がある

場合には、それぞれについて原価計算方式によって算定される額のう

ち、最も低い額）を当該医薬品の価格とする。 

（ア）診療において必要性が高いと認められること。 

（イ）価格が著しく低額であるため製造販売業者が製造販売を継続する

ことが困難であること。 

  （注）原価計算方式とは、価格算定単位当たりの製造販売に要する原価に、

販売費、一般管理費、営業利益、流通経費及び消費税を加えた額を当該

医薬品の価格とする算定方式をいう（以下同じ。）。 

 

（２）新規収載医薬品 

  ① 組成、剤形及び規格が同一の既収載医薬品がある医薬品 

    当該既収載医薬品と同一の価格とする。 

    また、収載した年の翌年に当該既収載医薬品と共に医薬品購入実態調

査を行い、当該調査の結果を基礎として、（１）の②に準じて定める額を

当該医薬品の価格とする。 

  ② ①以外の医薬品 

   ア 類似薬がある医薬品 

     最類似薬を比較薬とし、当該新規収載医薬品の一日当たりの額と、類

似する効能及び効果に係る比較薬の一日当たりの額とが同一となるよ
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うに算定された、当該新規収載医薬品の価格算定単位当たりの額を当

該医薬品の価格とする。 

     また、次のいずれかの要件を満たした場合は、当該価格に 1.2 を乗

じて得た額を当該医薬品の価格とする。 

（ア）臨床上有用な新規の作用機序を有する場合 

（イ）類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有すること

が、客観的に示されている場合 

（ウ）当該新規収載医薬品により、その対象となる疾病及び傷害の治療方

法の改善が客観的に示されている場合 

（エ）製剤における工夫により、類似薬又は既存治療に比して、高い獣医

療上の有用性を有することが、客観的に示されている場合 

   イ 類似薬がない医薬品 

     原価計算方式によって算定される額を当該医薬品の価格とする。 

 


